
資料６ 

地域医療連携推進法人の定款変更について 

 

１ 制度概要 

別添資料のとおり 

２ 法人概要 

名 称：地域医療連携推進法人 岡山救急メディカルネットワーク 

所在地：岡山市北区中井町二丁目５番１号（心臓病センター榊󠄀原病院内） 

設 立：令和３年３月３０日（県認定、推進法人設立） 

参加法人：○社会医療法人社団
しゃだん

十全会
じゅうぜんかい

 

・心臓病センター榊󠄀原病院（岡山市北区中井町） 

○医療法人幸義会
さちよしかい

  

・岡山東部脳神経外科病院（岡山市北区牟佐） 

・岡山東部脳神経外科 東備クリニック（岡山市東区瀬戸町光明谷） 

方針等：別添資料「医療連携推進方針」のとおり 

３ 定款変更の手続き 

医療法第７０条の１８第２項の規定により、認定都道府県知事が、地域医療連携推進

法人の定款変更の認可をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を

聴かなければならないとされているため、岡山県医療審議会の意見を求めるものです。 

４ 定款変更の内容 

令和６年４月１日から施行される改正医療法による、地域医療連携推進法人制度の見

直しに伴い、次のとおり変更する。 
 

（１）個人立医療機関・介護事業所等の参加を可能とする。 

（２）個人の参加に伴い、次の事業を行わないこととする。 

①参加法人等が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援とし

て、資金の貸付け、債務の保証、基金を引き受ける者の募集 

②医療連携推進業務と関連する法人の株式または持分を保有することにより、当該

法人の事業活動を支配・管理する事業 

（３）公認会計士又は監査法人による外部監査を不要とする。 

（４）参加法人等が重要事項を決定する場合、次の項目について、地域医療連携推進法

人への意見照会を不要とする。 

①予算の決定又は変更 ②借入金借り入れ ③定款又は寄付行為の変更 

（５）代表理事の選定及び解職のうち、代表理事を再任する場合の、認定都道府県知事

の認可を不要とする。 



 





 



１．医療連携推進区域

岡山市、赤磐市、瀬戸内市、玉野市、備前市、美咲町、久米南町、和気町、吉備中央町

２．参加法人

社会医療法人社団十全会　 心臓病センター榊原病院

医療法人幸義会　 岡山東部脳神経外科病院

岡山東部脳神経外科　東備クリニック

３．理念・運営方針

（理　念）

少子高齢化が急速に進む中、住み慣れた地域で安心して末永く暮らせることのできるよう、

医療機関相互の業務連携を推進し、良質かつ適切な救急医療及び診療体制を充実させ、持続

可能で安定的な医療サービスの提供の実現を目指します。

（運営方針）

① 参加医療機関間の連携を推進し循環器疾患をはじめ救急医療体制の充実を図り、横断的な

診療体制を構築します。

② 参加医療機関相互の機能分担及び連携を推進し、質の高い医療を提供します。

③ 参加法人間の業務連携により効率的で持続可能な経営環境を実現します。

④ 参加法人の専門的な特色を活かし、職員相互の情報共有及び技術研鑽を行い、地域の

医療水準の向上に寄与します。

４．病院等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項及びその目標

① 脳疾患と心疾患（循環器疾患）の救急医療体制の充実

脳疾患と心疾患（循環器疾患）の患者は動脈硬化を基礎と有しており、重篤な疾患を合併して発病することが少な

からずあります。例えば、脳梗塞急性期のｔ-ＰＡ適応の判定に際して、胸部解離性大動脈瘤の除外診断は不可欠

なのですが、発見されれば両科による共同治療が必要となりますし、心房細動発作に急性心不全を合併して重篤な

脳塞栓を起こした際にも同様に両科の専門医による救急処置が必要となります。

それらの患者に対して、より適応力の高い病院に入院したうえで、一方の病院から専門医が速やかに応援できる

体制を構築します。

② 連携強化により脳疾患と心疾患（循環器疾患）を横断的に診療できる体制の構築

ＩＣＴを活用して、電子カルテや遠隔画像診断、内線電話・電子メールシステムの相互利用体制を構築します。

ＩＣＴを活用した情報共有を行うことによって、参加医療機関各々の患者は入院、外来を問わず、迅速に

障壁なく専門的かつ高度な循環器診療、脳神経診療を利用することが可能となります。

医療連携推進方針



③ 医療材料・薬品等の共同交渉・共同購入

具体的には、参加法人間でのスケールメリットを活かした医療材料。薬品等の共同交渉・共同購入を実行することにより

参加法人の経営効率化を図ります。

④ 医療機器等の共同利用

血管造影装置、ＭＲＩ、ＣＴ、超音波器機など高額医療機器の重複投資を抑制し、参加法人間で

共同利用・適正配置することにより重複検査も避けることができる体制を構築します。

⑤ 委託業務の共同交渉

参加法人が個々に委託する管理業務等について見直し、検討を行い、スケールメリットを活かせる業務から順次、

共同交渉を行っていく。

⑥ 医療従事者の派遣体制・人事交流・人材育成

参加法人間で医療従事者の確保が困難な事業所に対して、相互間で必要な人員を派遣する体制を

構築することにより、地域住民に対して安定的で効率的なサービスの提供を維持します。

共同での研修会や勉強会を開催し、良好な事業者間ネットワークを構築することにより

連携を強化する。

⑦ 地域住民への情報提供・啓発活動の実施

参加法人間の連携の取り組み状況などをホームページ、機関紙など様々な情報媒体を活用して、

適時適切に地域住民、周辺の医療機関等へ積極的に情報提供する。

⑧ 診療所等の後継者の早期帰郷を図る手段として、参加法人の病院と診療所等の両方の

医師として勤務できるシステムの構築

参加法人の連携により医師の人材確保を図ることにより、参加法人間で在籍型出向を基本とした交流を図る。

安定した医療体制の確保を図るため、診療所等の後継者の早期帰郷を図る手段として、参加法人の病院等と

診療所等の両方で医師として勤務できるシステムを構築する。

５．介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業に関する事項

特になし


